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第21回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会 

日時 令和７年９月８日（月） 

場所 Ｗｅｂ開催 

 

○事務局（佐藤） それでは、これより会議を開始いたします。 

 YouTube配信を開始いたします。それでは、配信をお願いいたします。 

 それでは、これより野口委員長に進行をお願いいたします。野口委員長、よろしくお願

いいたします。 

○野口委員長 皆様、お忙しい中本日も御参集いただき、どうもありがとうございます。 

 定刻になりましたので、ただいまより、第21回匿名介護情報等の提供に関する専門委

員会を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、まだ残暑が続いておりますが、御参集いただき、どうも

ありがとうございます。 

 まず、委員の出欠状況について、事務局から御報告をよろしくお願いいたします。 

○事務局（佐藤） 事務局でございます。老健局老人保健課の佐藤でございます。 

 本日は御参加いただき、誠にありがとうございます。 

 本日、欠席の委員はいらっしゃいません。今村委員、宮島委員が現在出席されておりま

せんが、遅れて出席されるとお伺いしております。 

 本日は公開の議題がございまして、YouTube上でのライブ配信を行っております。申出

の個別審査は非公開の議題ですので、審査の前にYouTubeのライブ配信を終了いたします。

あらかじめ御了承願います。 

 本会議はアーカイブ配信はいたしませんので、会議開催時間帯のみ視聴可能です。 

 議事録作成のため、事務局にて録音をさせていただきますので、御了承をお願いいたし

ます。議事録作成後に録音ファイルは消去いたします。 

 なお、YouTube配信を御視聴の方におかれましては、配信画面あるいは内容を許可なく

ほかのウェブサイトや著作物等へ転載することが禁止されておりますので、御留意いただ

きますようお願いいたします。 

 続きまして、本日の資料の確認をいたします。議事次第のファイルをお開きください。

本日の議事と資料一覧が記載されております。資料はお手元にございますでしょうか。 

 本日の資料を画面表示して御説明いたしますが、適宜事務局から送付しております資料
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もお手元で御参照いただければと存じます。 

 御不明な点等ございましたら、会議のチャットに記載いただくか、御発言いただければ

と存じます。御不明の点等はございませんでしょうか。 

 よろしければ、野口委員長に進行をお渡しさせていただきます。野口委員長、よろしく

お願いいたします。 

○野口委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、早速ですけれども、本日の議題に入らせていただきます。 

 まず、議題１「介護DBデータの第三者提供の実績について（報告）」を行います。 

 事務局から御説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局（佐藤） 事務局でございます。 

 資料１「介護DBデータの第三者提供の実績について」を御覧ください。介護DBデータ

の第三者提供の実績について報告させていただきます。 

 ２ページを御覧ください。介護DBデータの第三者提供におきましては、これまでに累

計64件を承諾し、令和６年度は14件、令和７年度は２件を承諾しました。左のグラフで

示しているとおり、令和３年度より連結申出の審査も行っており、連結申出割合も大きく

なっております。また、右のグラフで示しているとおり、提供申出者の区分としましては

大学・大学院が最多となっており、国の行政機関、民間事業者が続いております。 

 ３ページを御覧ください。第119回社会保障審議会介護保険部会資料３より抜粋し、令

和７年３月及び令和７年６月の委員会での御承諾をいただきました案件を追記しておりま

す。定型データセットでの提供を開始後は、定型データセットでの提供が増加しており、

提供の形式としては最も多くなっております。４ページから６ページも同様に記載してお

ります。 

 ７ページを御覧ください。令和７年６月までに54件の利用実績の報告がございました。

年度別の実績件数は下記のグラフのとおりです。 

 ８ページを御覧ください。承諾実績と同様の形式で記載しております。９ページから

13ページも同様に記載しております。 

 14ページを御覧ください。昨年度、介護DBデータの利用において、初めて不適切利用

が発生してしまいましたので、NDBに倣い本年度より新たに不適切利用の事案につきまし

ても御報告させていただきます。今回発生しました事案の概要としましては、提供申出書

や別添に記載されていないデータ項目を使った分析を実施し、また公表物確認を受けてい
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ない介護DBデータを公表してしまったということです。措置内容としましては、介護DB

データの１か月間の利用停止及び新規提供申出禁止としております。厚生労働省としまし

ては、引き続き適切な利用を推進すべく、注意喚起等を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 説明は以上となります。 

○野口委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの資料について、委員の皆様から何か御質問あるいはコメント、御

意見等がございますれば、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

 特にこの不適切利用について、何かもう少し詳細が知りたいという方はいらっしゃいま

すか。大丈夫ですか。 

 それでは、特に皆様から御意見、御質問等はないようですので、本日の公開議事はこれ

までとさせていただきたいと思います。 

 それでは、個別審査に移る前に、事務局から必要なアナウンスをよろしくお願いいたし

ます。 

○事務局（佐藤） 事務局でございます。 

 それでは、ここからは申出者の具体的な申請内容に基づき審査を行うことから、非公開

とさせていただきます。YouTube上でのライブ配信はここまでとさせていただきます。 

 本会議のアーカイブ配信は行いませんので、議事内容につきましては、後日公表される

議事録を御確認ください。 

 本日は御視聴いただき、ありがとうございました。 

 それでは、ライブ配信の終了をお願いいたします。 

（これ以降は非公開） 

 

○野口委員長 それでは、以上をもちまして、第21回匿名介護情報等の提供に関する専

門委員会を終了させていただきます。 

 先生方におかれましては、いつもお忙しい中御参集いただき、どうもありがとうござい

ました。 

（了） 


